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Ⅰ 総括事項 
 
１ 実質赤字比率 

 一般会計等の赤字額が、標準的な財政の規模に比してどの程度かを示す比率です。 

 埼玉県内で、実質赤字が発生している市町村はありませんでした。また、全国でも

実質赤字額がある団体はありませんでした。 

 

２ 連結実質赤字比率 

 一般会計や公営企業会計など、全会計を合算した赤字額が、標準的な財政の規模に

比してどの程度かを示す比率です。 

 埼玉県内で、連結実質赤字が発生している市町村はありませんでした。なお、全国

では市区町村で1団体に連結実質赤字額がありましたが、このうち早期健全化基準（財

政規模に応じ 16.25％～20％）以上となった団体はありませんでした。 

 

３ 実質公債費比率 

 一般会計の公債費に加え、これに準じる債務の負担の大きさを指標化したものです。 

 埼玉県内で早期健全化基準（25％）以上となった市町村はありませんでした。なお、

全国では市区町村で 1団体が財政再生基準（35％）以上となりました。 

 県内市町村の平均は 5.4％で、前年度から 0.7ポイント低下しました。全国市区町

村平均は 8.0％となっています（前年度比▲0.6ポイント）。 

 なお、地方債発行に際し、許可団体となる 18％以上となった団体についても、埼

玉県内にはありませんでした（全国では市区町村で 25団体が 18％以上）。 

 

４ 将来負担比率 

 一般会計等の地方債残高など、将来支払う債務の残高を指標化したものです。 

 埼玉県内で基準以上となった市町村はありませんでした。なお、全国では市区町村

で 1団体が早期健全化基準（350％、政令市は 400％）以上となりました。 

 県内市町村の平均は 31.5％で、昨年度から 2.7ポイント低下しました。 

全国平均は 45.8％（前年度比▲5.2ポイント）となっています。 
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５ 資金不足比率 

 公営企業の資金不足額が事業の規模と比較し、どの程度かを示す指標です。 

 埼玉県内で資金不足が発生している公営企業はありませんでした。全国では 13の

公営企業が経営健全化基準（20％）以上となっています。 

 

 

Ⅱ 実質公債費比率の状況について 
 
 実質公債費比率は、元利償還金に係る基準財政需要額算入額や標準税収入額等の増

加などにより低下しています。 

実質公債費比率の推移 

 

 

【実質公債費比率の分子となる公債費の分析】 

 一般会計等の地方債元利償還金（公債費）に充てた一般財源（①）と、公営企業債

の元利償還金に対する一般会計繰出金など、公債費に準ずる支出とされている準元利

償還金（②）の県内市町村の合計は、2,168億円で 74億円減少（▲3.3％）し、実質

公債費比率の低下につながりました（次表）。 

(％) 
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（単位：千円、％）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 H26 - H25 増減率

160,979,286 158,074,127 156,079,790 ▲ 1,994,337 ▲ 1.3

44,633,423 44,005,513 41,767,202 ▲ 2,238,311 ▲ 5.1

7,575,896 6,640,970 6,171,721 ▲ 469,249 ▲ 7.1

10,392,871 12,052,845 9,382,749 ▲ 2,670,096 ▲ 22.2

3,020,020 3,355,481 3,355,940 459 0.0

226,601,496 224,128,936 216,757,402 ▲ 7,371,534 ▲ 3.3合　計（①＋②）

実質的な公債費負担の状況（単年度）

②
準
元
利
償
還
金

項　　　　目

①公債費に充てた一般財源

a) 公営企業への繰出金

b) 一部事務組合への負担金

c) 公債費に準じる債務負担行為

d) その他の準元利償還金

 

 

①公債費に充てた一般財源 

 一般会計等の元利償還金に充てた一般財源は、元利償還金等に充てられる都市計画税

などの特定財源が増加したため、1.3％の減少。 

 

②準元利償還金 

a)公営企業債の元利償還金に充てた繰出金 

 公営企業会計に対する繰出金のうち、公営企業債の償還財源に充てたと認められ

るものは、過去の事業債の償還完了などにより公債費が減少したため、5.1％の減少。 

 

b)一部事務組合の起こした地方債に充てた負担金 

 一部事務組合への負担金のうち、組合が起こした地方債の償還財源に充てたと認

められるものは、組合発行地方債の償還額が減少したことなどにより、7.1％の減少。 

 

c)公債費に準ずる債務負担行為 

 債務負担行為に基づく支出のうち、公債費に準ずるとされるものは、土地開発公

社からの用地買戻し費が減少したことなどにより、22.2％の減少。 

 

d)その他の準元利償還金 

 満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金相当額が、昨年度に比べ２百万円増

加したが、昨年度とほぼ同額。 
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Ⅲ 将来負担比率の状況について 
 

 将来負担比率は、退職手当負担見込額の減少や控除財源となる充当可能基金残高の

増加などにより、低下しています。 

 

将来負担比率の推移 

 

 

 

【将来負担比率の分子となる将来負担額の分析】 

 将来負担額①は、3兆 112億円で 152億円減少（▲0.5％）する一方､充当可能な財

源（基金や交付税など）②は、2兆 6,343億円で 179億円増加（＋0.7％）しました。

その結果、将来負担比率の分子となる将来負担額③（①－②）は、3,770億円で 331

億円減少（▲8.1％）し、将来負担比率の低下につながりました（次表）。 
 

(％) 
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（単位：千円、％）

平成25年度 平成26年度 H26 - H25 増減率

2,003,706,956 2,056,794,332 53,087,376 2.6

116,140,442 103,878,978 ▲ 12,261,464 ▲ 10.6

514,081,859 482,349,106 ▲ 31,732,753 ▲ 6.2

46,422,538 52,659,274 6,236,736 13.4

329,534,393 306,103,228 ▲ 23,431,165 ▲ 7.1

16,511,743 9,445,059 ▲ 7,066,684 ▲ 42.8

3,026,397,931 3,011,229,977 ▲ 15,167,954 ▲ 0.5

373,967,246 386,617,550 12,650,304 3.4

405,738,311 394,433,195 ▲ 11,305,116 ▲ 2.8

うち都市計画税 375,122,475 370,115,021 ▲ 5,007,454 ▲ 1.3

1,836,650,426 1,853,223,972 16,573,546 0.9

2,616,355,983 2,634,274,717 17,918,734 0.7

410,041,948 376,955,260 ▲ 33,086,688 ▲ 8.1

将来負担額の状況

③将来負担額（①－②）

合　　　　　　　計

充
当
可
能
財
源
②

充当可能基金

充当可能特定収入

交付税算入見込額

合　　　　　　　計

項　　　　　目

将
来
負
担
額
①

一般会計等の地方債残高

債務負担行為支出予定額

公営企業債繰出見込額

組合負担等見込額

退職手当負担見込額

その他

 

 

①将来負担額 

 一般会計等の地方債残高は、臨時財政対策債の残高が増加したことなどから、2.6％

増加｡ 

 債務負担行為に基づく支出予定額は、土地開発公社からの用地買戻しが進んだこと

などから、10.6％減少｡ 

 公営企業債の繰出見込額は、公営企業債残高が減少したことなどから、6.2％減少。 

 一部事務組合等発行地方債の負担見込額は、地方債残高が増加したため、2.3％増

加｡ 

 職員の退職手当の負担見込額は、一般会計等が退職手当を負担すべき職員数が減少

したことなどから、7.1％減少｡ 

 

 

②充当可能な財源等 

 充当可能な基金は、減債基金が 24億円、その他特定目的基金が 98億円増加したこ

となどから、3.4％増加｡ 

 充当可能な特定収入は、充当可能な都市計画税が減少したことなどから、2.8％減

少。 

 交付税算入見込額は、臨時財政対策債の残高が増加したことなどから、0.9％増加。 



6 

【用語解説】 
 

・地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

 地方公共団体の財政状況を客観的に把握するための４つの比率及び、地方公共団体

の公営企業会計ごとの経営状況を判断するための資金不足比率が規定されている。 

 これらの比率は、前年度の決算に基づき算定し、監査委員の審査を受け、議会への

報告、住民へ公表することが義務づけられている。  

 従前の地方公共団体の再建法制と違い、健全財政である団体にも算定を義務づけ、

日頃から議会、住民のチェックを受けることで、財政破綻の予防、健全な財政運営の

維持を期すものである。  

 上記の比率それぞれに、早期健全化基準及び財政再生基準が設けられ、基準以上と

なった団体には、早期（経営）健全化計画又は財政再生計画の策定を義務づけている。  

 

・実質赤字比率  

 一般会計等に赤字額がある場合に、その赤字額を標準財政規模（各団体の標準的な

一般財源の規模）で除した比率。黒字の場合、比率なしとなる。  

 

・連結実質赤字比率  

 全ての会計の赤字額や黒字額を合算し、団体全体としての赤字額がある場合に、そ

の赤字額を標準財政規模で除した比率。黒字の場合、比率なしとなる。 

  

・実質公債費比率  

 一般会計等の地方債償還金に限らず、公営企業会計の地方債償還金に充てたと認め

られる一般会計からの繰出金や、一部事務組合が起こした地方債の償還金に充てられ

たと認められる負担金など、一般会計等が実質的に負担したと考えられる公債費の額

を、標準財政規模（普通交付税の基準財政需要額に計上される額を除く。）で除した

比率。 

 早期健全化基準は25％以上、財政再生基準は35％以上となっている。  

 

・将来負担比率  

 一般会計等の地方債残高、債務負担行為に基づく支出予定額、退職手当の負担見込

額、地方公社や三セク等の出資法人への負担見込額など、当該団体が支払う可能性の

ある負担額（将来負担額）を、標準財政規模（普通交付税の基準財政需要額に計上さ

れる額を除く。）で除した比率。  

 早期健全化基準は350％(政令市は400％)以上、財政再生基準は設けられていない。 
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・資金不足比率 

 地方公共団体の公営企業会計において、資金不足額（地方公営企業法の適用企業の

場合、流動負債から流動資産を差し引いた資金不足額。非適用企業の場合、実質収支

の赤字額）を、公営企業の事業の規模（料金収入等）で除した比率。 

 経営健全化基準は 20％以上、再生基準は設けられていない。また、資金不足が発生

していない場合、比率なしとなる。 

 

・早期健全化基準、財政再生基準  

 平成20年度決算から、上記の比率のうち1つでも各基準以上となると、早期（経営）

健全化団体または財政再生団体となる。そして、財政（経営）健全化計画、財政再生

計画の策定が義務付けられ、計画的な財政健全化のための改善努力が求められること

になった。 

 

 

 



　●実質赤字比率、連結実質赤字比率は該当団体なし

　●実質公債費比率、将来負担比率は以下のとおり

H26決算 A H25決算 B 増減 A-B H26決算 A H25決算 B 増減 A-B H26決算 A H25決算 B 増減 A-B H26決算 A H25決算 B 増減 A-B

さいたま市 5.2 5.5 ▲ 0.3 26.9 25.7 1.2 伊奈町 10.2 10.5 ▲ 0.3 71.1 77.1 ▲ 6.0

川越市 6.7 7.5 ▲ 0.8 68.9 64.0 4.9 三芳町 8.2 8.0 0.2 111.6 83.9 27.7

熊谷市 3.4 5.4 ▲ 2.0 - - － 毛呂山町 5.4 5.5 ▲ 0.1 51.8 52.3 ▲ 0.5

川口市 7.6 8.3 ▲ 0.7 35.8 44.8 ▲ 9.0 越生町 3.9 4.4 ▲ 0.5 37.8 27.6 10.2

行田市 4.7 5.5 ▲ 0.8 38.4 38.1 0.3 滑川町 11.1 11.0 0.1 83.7 102.6 ▲ 18.9

秩父市 4.3 4.9 ▲ 0.6 46.5 32.5 14.0 嵐山町 8.0 8.4 ▲ 0.4 84.6 81.0 3.6

所沢市 2.4 3.2 ▲ 0.8 1.1 7.6 ▲ 6.5 小川町 3.3 4.2 ▲ 0.9 79.7 57.9 21.8

飯能市 2.7 3.5 ▲ 0.8 9.2 18.0 ▲ 8.8 川島町 4.3 5.7 ▲ 1.4 14.8 5.2 9.6

加須市 6.9 7.6 ▲ 0.7 9.2 14.7 ▲ 5.5 吉見町 7.1 8.3 ▲ 1.2 57.4 66.4 ▲ 9.0

本庄市 6.2 9.2 ▲ 3.0 18.3 16.5 1.8 鳩山町 6.4 6.3 0.1 68.6 60.0 8.6

東松山市 3.4 3.9 ▲ 0.5 18.3 15.6 2.7 ときがわ町 3.2 3.0 0.2 74.1 77.2 ▲ 3.1

春日部市 7.6 8.7 ▲ 1.1 33.4 35.1 ▲ 1.7 横瀬町 8.0 8.8 ▲ 0.8 60.4 46.4 14.0

狭山市 1.6 2.0 ▲ 0.4 9.1 8.1 1.0 皆野町 2.8 3.5 ▲ 0.7 32.5 33.3 ▲ 0.8

羽生市 11.0 11.8 ▲ 0.8 103.4 102.8 0.6 長瀞町 11.3 11.5 ▲ 0.2 130.5 128.2 2.3

鴻巣市 3.6 4.2 ▲ 0.6 31.9 25.5 6.4 小鹿野町 10.1 11.5 ▲ 1.4 34.3 32.9 1.4

深谷市 3.8 6.2 ▲ 2.4 - - － 東秩父村 1.4 2.9 ▲ 1.5 - - －

上尾市 4.0 4.9 ▲ 0.9 34.9 46.4 ▲ 11.5 美里町 5.5 5.8 ▲ 0.3 84.3 73.9 10.4

草加市 4.3 4.8 ▲ 0.5 25.0 34.4 ▲ 9.4 神川町 5.3 5.9 ▲ 0.6 18.1 9.6 8.5

越谷市 9.0 9.7 ▲ 0.7 65.9 74.4 ▲ 8.5 上里町 10.6 11.9 ▲ 1.3 27.6 34.5 ▲ 6.9

蕨市 4.5 4.1 0.4 11.5 19.4 ▲ 7.9 寄居町 6.0 7.9 ▲ 1.9 57.5 70.2 ▲ 12.7

戸田市 3.6 3.8 ▲ 0.2 57.1 44.7 12.4 宮代町 6.6 6.7 ▲ 0.1 32.7 43.1 ▲ 10.4

入間市 1.0 1.4 ▲ 0.4 8.8 9.2 ▲ 0.4 杉戸町 8.9 9.6 ▲ 0.7 17.0 19.3 ▲ 2.3

朝霞市 3.9 4.0 ▲ 0.1 42.2 46.8 ▲ 4.6 松伏町 8.7 9.0 ▲ 0.3 64.6 71.5 ▲ 6.9

志木市 ▲ 0.2 0.1 ▲ 0.3 - - － 町村平均 7.1 7.7 ▲ 0.6 55.1 53.7 1.4

和光市 2.8 3.2 ▲ 0.4 35.6 41.4 ▲ 5.8 市町村平均 5.4 6.1 ▲ 0.7 31.5 34.2 ▲ 2.7

新座市 5.1 4.8 0.3 52.9 53.6 ▲ 0.7 （参考）

桶川市 4.8 5.9 ▲ 1.1 20.0 18.3 1.7 早期健全化基準 25.0 350.0 (政令市は400.0）

久喜市 9.0 9.4 ▲ 0.4 51.5 67.3 ▲ 15.8 財政再生基準 35.0 基準なし

北本市 3.9 4.9 ▲ 1.0 52.5 33.3 19.2 　　・実質公債費比率は、当該年度を含む前３ヶ年平均の値。

八潮市 10.6 11.1 ▲ 0.5 112.9 126.3 ▲ 13.4 　　・平均値は、加重平均。

富士見市 4.3 4.9 ▲ 0.6 - 2.3 - 　　・「－」は、将来負担額がない場合（充当可能財源が将来負担額を超えている場合）。

三郷市 7.7 8.6 ▲ 0.9 59.5 60.7 ▲ 1.2

蓮田市 6.4 7.5 ▲ 1.1 16.4 20.5 ▲ 4.1

坂戸市 4.4 4.9 ▲ 0.5 46.4 50.6 ▲ 4.2

幸手市 4.7 5.8 ▲ 1.1 13.7 10.7 3.0

鶴ヶ島市 7.4 7.6 ▲ 0.2 20.3 23.1 ▲ 2.8

日高市 2.8 3.6 ▲ 0.8 - - －

吉川市 5.0 5.3 ▲ 0.3 44.7 57.9 ▲ 13.2

ふじみ野市 1.2 2.1 ▲ 0.9 - - －

白岡市 7.1 8.3 ▲ 1.2 3.4 9.1 ▲ 5.7

市平均 5.2 5.9 ▲ 0.7 29.5 32.4 ▲ 2.9

平成２６年度決算に基づく健全化判断比率一覧

（単位：％） （単位：％）

団体名
実質公債費比率 将来負担比率

団体名
実質公債費比率 将来負担比率


